
 

- 1 - 

 

様式第５号 

入札監視委員会議事概要書 

 

開 催 日 時 平成２８年７月２２日（金） 午後１時３０分 

開 催 場 所 常陸大宮市役所 ３階 行政委員会室 

出 席 委 員 飛田 悦正   宮﨑 忠恒   桑田 康司 

抽 出 案 件 ５件 （ 議  事） 

１ 入札契約の運用状況について 

２ 審議対象工事の抽出結果について 

３ 審議対象工事の審議について 

 一般競争入札 ２件 

指名競争入札 ３件 
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意 見 ・ 質 問 回 答 
１ 入札契約の運用状況について 

【入札結果】 

○今期は辞退・無効・失格となった業者が

多いと感じるが，前期と比べてどうか。 

 

○入札参加者の辞退により入札中止となっ

た案件の辞退理由については，以後の参考

のために把握する必要があるのではないか

。 

 

○入札中止とした２件については，予定価

格を見直し，再入札で落札されたので，当

初の予定価格が適正な金額ではなかったの

ではないか。また，辞退に至った理由は人

件費や資材費の高騰なのか 

 

○同一の特定ＪＶが開札日に違う２件の一

般競争入札に参加し，先に開札された案件

を辞退し，その後に別案件を落札している

点が気になる。 

 

 

 

２ 審議対象工事の抽出結果について 

 

 

３ 審議対象工事の審議について 

【一般競争入札】 

第27-11-113-0-010号 

宇留野圷橋橋梁耐震補強工事 

（経済建設部都市建設課） 

○本工事は，ＪＶ対象で自主結成であるが，

技術力・会社規模などで工事ごとにＪＶの

組み合わせは変わるのか。 

 

 

 

○一般競争入札については前期と変わりませんが，指名競争入

札において件数が増加しました。 

 

○通常に開札が行われた案件の辞退理由については，個別に聴

取はしておりませんが，全者辞退又は入札参加者が１者となっ

たことにより入札中止となった案件については，発注課におい

て理由等の調査を行っております。 

 

○ご指摘のとおり，当該案件につきましては，設計内容が現場

条件を十分に反映したものとなっておらず，応札に至らなかっ

たものと思われます。再度の入札では，その点を踏まえた設計

内容へ見直しを行い，同一業者を指名し，落札に至ったもので

す。 

 

○一般競争入札の流れですが，参加を希望する業者は，まず最

初に参加申請書の提出を行い，その後入札に向けて工事費の積

算に入ります。当該ＪＶが先に開札となった案件を辞退した理

由は分かりませんが，工事費積算の結果，辞退するに至ったと

思われます。 

 

 

○抽出委員より報告 

 

 

 

 

 

 

 

○ＪＶ結成に求める要件は，工事の規模・内容等により変わっ

てきますので，お見込みのとおり工事ごとに組み合わせは変わ

ります。 
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○国土交通省との協議で７８日間の工期延

長となっているが，事前の協議が不十分で

はなかったのか。 

 

 

 

 

 

 

○工期延長しているのに、減額で契約変更

している理由は何か。 

 

 

 

【一般競争入札】 

第27-09-120-0-002号 

木質バイオマスチップボイラー設置工事 

（四季彩館） 

（経済建設部農林課） 

○入札結果で最低価格のＪＶが調査基準価

格以下の入札となっており，さらに無効と

なっているが，事情聴取等は行ったのか？ 

 

 

 

○最低価格のＪＶが落札した別案件につい

ても，調査基準価格を下回る入札とのこと

だが、どのような調査を行ったのか。 

 

 

○入札条件により三太の湯と四季彩館のど

ちらか一方しか落札することはできないと

いうことだが、時期をずらして発注すれば

、両方とも低価格で受注してもらえたので

はないか。 

 

○ボイラー棟設置場所が変更となっている

が，計画段階で考慮できなかったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○河川管理者である国土交通省とは，前年度より施工に向け協

議を重ね，工事契約前に許可に至りました。しかし，施工中，

河川区域内にある農地の耕作者や，河川を利用する漁協関係者

の車両等の通行が当初の想定よりも多く，工事車両と一般車両

との通行の安全を確保する必要が生じたため，その対応策とし

て，進入路の一部を拡幅する計画を立て，再度河川管理者と協

議したところ，河川法の変更申請が必要となり，その協議及び

手続きに不測の日数を要したものです。 

 

○工期延長となったことにより、当初予定していた工事内容が

渇水期内に施工できなくなったため，当該工種の施工を見送り

，減額となったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

○本案件は，木質バイオマスチップボイラー整備事業に係る分

割発注工事であり，当該事業で発注する別案件の落札者は本案

件に参加できないことが入札条件となっておりました。当該Ｊ

Ｖは先に開札した別案件の落札者となったため，無効となった

もので，事情聴取等も行っておりません。 

 

○応札した額で適正な工事の施工が確保できるか、また下請負

業者へのしわ寄せが発生しないか等について、資料の提出を求

め、それに基づき事情聴取を行った結果、適正な施工が可能で

あると判断いたしました。 

 

○時期をずらして発注した場合に、同じ結果となる補償はあり

ませんし、また、当初予算に計上した工事について、発注時期

を遅らせ故意に繰越工事とすることは非常に難しいと思います

。 

 

 

○ボイラー棟設置場所については，本館の近接地に適当なスペ

ースが無く，仮に建設するとした場合，来館者用の駐車スペー

スを減少させなければならなかったため，来館者の利便性を考

慮し，本館より遠くはなりますが，当初位置に計画をしました

。しかし，本工事契約後に施設管理者より既存直売所を撤去す

る旨の報告と配置計画の見直しの要望を受けました。直売所撤

去により，駐車スペース減の問題が無くなること，本館近接地

のため工事コストが減少すること，今後の維持管理が容易にな

ること等の理由から総合的に判断し，現位置へ設置場所を変更

しました。 
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【指名競争入札】 

第27-14-130-0-001号 

軽費老人ホーム「ケアハウスゆずの木荘」 

改修工事 

（山方総合支所市民福祉課） 

 

○意見・質問なし 

 

 

【指名競争入札】 

第27-26-133-0-002号 

西部配水場薬注設備更新工事 

（上下水道部水道課） 

○指名業者選定に係る評価項目に「過去２年

間における成績が良い」との項目があるが，

工事成績を何をもって判定するのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指名競争入札】 

第27-13-110-0-018号 

管渠布設工事(第５工区) 

（上下水道部下水道課） 

○工期が８２日間延長となっており，道路

管理者との協議が長期に思えるがやむを得

ないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○工事成績評定については，常陸大宮市建設工事成績評定要領

に基づき，市が発注する建設工事（『土木一式』『建築一式』

『ほ装』『水道施設』の４業種）について実施しています。 

評定方法は，関係書類等の整備状況や配置技術者の能力，出来

形及び出来ばえ，地域貢献等について，評定要領に規定する採

点表に基づき行います。 

指名業者推薦時においては，該当業種について，過去２ヵ年

度の工事成績の平均が７０点以上の業者について成績良として

評価しています。 

 

 

 

 

 

 

○本工事実施にあたり，道路管理者との協議については，前年

度より実施しておりましたが，発注後の占用協議の中で，交通

量の多い国道交差点部における交通規制等に係る警察協議に必

要な資料作成が追加となったこと。また，工区内の店舗からマ

ンホール設置位置の変更要望があり，その変更に対応するため

の設計変更及び道路管理者との再協議等が必要となりました。 

 以上のような当初想定していなかった度重なる協議と，道路

管理者からの占用条件を整えるための資料作成に，不測の日数

を要したものであり，工期の延長期間は妥当であったと考えま

す。 

４ その他・講評 

・すべての審議案件について，適正に執行されたものと認めます。 

・今後も公正・透明性のある入札契約事務を執行していってもらいたい。 

・中止案件が２件あったので、設計積算を適正に行い，再発防止に努めてもらいたい。 

委員会による意見の 

具申又は勧告の内容 
特になし 

 


